
平成２０年１２月２日

年末の資金繰り電話相談窓口について

中小企業の年末資金繰り支援のため、中小企業庁・経済産業局は１２月３０

日(火)まで、お電話での相談にお答えします。

１．中小企業庁・経済産業局は、年末１２月３０日（火）まで、緊急保証等

の年末資金繰りのご相談にお電話にてお答えします。

※相談時間は、９：００～１７：００。ただし、土日、祝日はお休みを

いただきます。

２．また、日本政策金融公庫は１２月３０日（火）までの窓口対応を決定し

ております。

３．なお、年明けは、１月５日（月）よりご相談を受け付けます。

４．具体的な相談窓口については、別紙をご覧ください。

（本発表資料のお問い合わせ先）

中小企業庁事業環境部金融課

電 話：０３－３５０１－６２８０（直通）



(別 紙)

電話相談窓口一覧

北海道経済産業局中小企業課 電話：０１１－７０９－１７８３

東北経済産業局中小企業課 電話：０２２－２２２－２４２５

関東経済産業局中小企業金融課

／中小企業課

電話：０４８－６００－０４２５

電話：０４８－６００－０３３４

中部経済産業局中小企業課 電話：０５２－９５１－２７４８

近畿経済産業局中小企業課 電話：０６－６９６６－６０２４

中国経済産業局中小企業課 電話：０８２－２２４－５６６１

四国経済産業局中小企業課 電話：０８７－８１１－８５２９

九州経済産業局中小企業課 電話：０９２－４８２－５４４８

沖縄総合事務局経済産業部中小企業課 電話：０９８－８６６－１７５５

中小企業庁金融課 電話：０３－３５０１－６２８０


